
障害者差別解消に関する主な他市条例の構成について
※表中の①②等の数字は「第1条」「第2条」を意味します。

第3回検討委員会2018.1.15
資料３

条例名
さいたま市誰もが共に暮らすための障害者
の権利の擁護等に関する条例

障害のある人もない人も共に安心して暮ら
せる八王子づくり条例

別府市障害のある人もない人も安心して安
全に暮らせる条例

国立市誰もがあたりまえに暮らすまちにする
ための「しょうがいしゃがあたりまえに暮らす
まち宣言」の条例

明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが
安心して暮らせる共生のまちづくり条例

施行日
平成23年4月1日
(一部規定は、平成24年4月1日から施行)

平成24年4月1日 平成26年4月1日 平成28年4月1日 平成28年4月1日

１　前文 有り 有り 有り 有り 有り
２　総則

（１）　目的 目的① 目的① 目的① 目的① 目的①
（２）　定義 定義② 定義② 定義② 定義② 定義③
（３）　基本理念 基本理念③ 基本理念③ 基本理念③ 基本理念③ 基本理念②
（４）　市の責務 市の責務④ 市の責務④ 市の責務④ 市の責務④ 市の責務④
（５）　市民及び事業者
の責務

市民等の責務⑤ 市民等の責務⑤ 市民及び事業者の責務⑤ 市民等の責務⑤ 市民及び事業者の役割⑤

（６）　財政上の措置 財政上の措置⑦
計画の策定等⑥ 障害者計画との関係⑥

顕彰⑧
３　共生する社会の実現に向けた施策

差別の禁止⑨ 差別の禁止等⑥ 差別の禁止⑦ 差別の禁止等⑥ 障害を理由とする差別の禁止⑩

虐待の禁止⑯ 虐待の禁止⑧
（２）　市民及び事業者への
普及啓発、理解の促進

市民相互の意見交換等⑦ 市民等の理解の促進⑧ 相互理解の促進⑨ 相互理解の促進⑧ 障害理解に関する施策の実施⑨

障害者等への総合的な支援等㉒ 合理的な配慮⑦ 合理的配慮⑦ 合理的配慮の提供支援に関する施策の実施⑧
合理的配慮の評価⑥

成年後見制度等の利用の支援等㉓ 生活支援に関する合理的配慮⑩
障害者の居住場所の確保等㉔ 移動手段の確保⑨ 生活環境に関する合理的配慮⑪

防災に関する合理的配慮⑫
障害者の就労支援㉚ 雇用及び就労に関する合理的配慮⑬

医療及びリハビリテーション⑪ 保健及び医療に関する合理的配慮等⑭
療育⑭

障害者への保育等の実施㉘ 教育⑫ 保育及び教育に関する合理的配慮等⑮
障害者に対する包括的な教育の実施等㉙ 保育⑬

芸術文化及びスポーツに関する合理的配慮⑯
意思疎通等が困難な障害者に対する施策等㉕ 情報伝達⑩
生涯にわたる支援㉗
障害者の社会参加の機会の拡大㉖

関係法令等との調和⑮
通報⑰
通報を受けた場合の措置等⑱
立入調査⑲
体制の整備⑳
虐待防止の取組状況の公表㉑

４　障害を理由とする差別の解消の推進
差別に関する相談、助言等⑯ 相談⑰ 差別に関する相談⑨ 相談及び助言等⑪
相談員⑰

（２）　あっせんの申立て 申立て⑩ 助言及びあっせんの申し立て⑱ 助言又はあっせんの申立て⑱ 助言又はあっせんの申立て⑩ あっせんの申し立て⑫
（３）　調査 事案の調査⑪ 事実の調査⑲ 調査⑲ 事実の調査⑪
（４）　あっせん 助言及びあっせん⑫ 助言又はあっせん⑳ 助言又はあっせん⑳ 助言又はあっせん⑫ あっせん⑬
（５）　勧告 勧告⑬ 勧告㉑ 勧告㉑ 勧告⑬ 勧告及び公表等の措置⑭
（６）　公表 公表⑭ 公表⑭ 勧告及び公表等の措置⑭
（７）　調整委員会 委員会の設置等⑮ 調整委員会㉒ 別府市障害者差別等事案解決委員会の設置㉒ 国立市しょうがいしゃの権利擁護に関する調整委員会⑮

自立支援協議会の設置等㉛ 地域協議会⑮

（９）　その他
５　雑則

（１）　委任 委任㉜ 委任㉓ 雑則㉔ 委任⑯ （地域協議会に関する事項のみ⑮5）
（２）　条例の見直し 検討(附則3) （附則2） 検討（附則2） 条例の見直し（附則2）
（３）　罰則（守秘義務違反）

（４）　その他 親亡き後等の問題を解決するための取組㉓

・「差別」の定義に、プライバシーに関する情報を
みだりに用いることによる権利の侵害を規定(②)
・虐待を受けた障害者を発見したときの通報につ
いて規定(⑰～㉑)

・市の努力義務を具体的に規定(⑨～⑮) ・「障害者」ではなく、「障害のある人」と規定
・毎年度合理的配慮の実施状況の確認・評価を
市に義務付け(⑥)
・市等の努力義務となる合理的配慮を具体的に
規定(⑩～⑯)
・親亡き後等の問題について規定(㉓)

・「しょうがい」と平仮名で規定
・条文にルビを振る
・前文のみ「ですます調」
・障害者の定義の中に難病も含めている(②)

・障害者の定義の中に難治性疾患も含めている
(③)
・差別の定義に関連差別も含めている（③）
・財政上の措置について規定(⑦)

【埼玉県】
・埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共
生社会づくり条例(平成28年4月1日施行／一部規定は、同年7月1日施
行)
・埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共
生社会づくり条例施行規則(平成28年7月1日施行)
・埼玉県手話言語条例(平成28年4月1日施行)

【東京都】
現在差別解消条例策定検討中

【大分県】　※大分県と別府市の比較は、別紙参照
・障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例(平成
28年4月1日施行)

【東京都】
現在差別解消条例策定検討中

【兵庫県】
・兵庫県障害者差別解消推進要綱(平成28年2月19日施行)

・手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニ
ケーション手段の利用を促進する条例(平成27年4月1日施行)

市の手話言語条例等の策
定状況

埼玉県さいたま市

（８）　地域協議会

特徴・備考

構成

構成

（１）　広域支援相談
員、相談

東京都八王子市 東京都国立市大分県別府市 兵庫県明石市

（３）　合理的配慮、
　　　その他

都道府県の動向

（７）　その他

（１）　差別の禁止
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障害者差別解消に関する主な他市条例の構成について
※表中の①②等の数字は「第1条」「第2条」を意味します。

第3回検討委員会2018.1.15
資料３

条例名

施行日

１　前文
２　総則

（１）　目的
（２）　定義
（３）　基本理念
（４）　市の責務
（５）　市民及び事業者
の責務（６）　財政上の措置

３　共生する社会の実現に向けた施策

（２）　市民及び事業者への
普及啓発、理解の促進

４　障害を理由とする差別の解消の推進

（２）　あっせんの申立て
（３）　調査
（４）　あっせん
（５）　勧告
（６）　公表
（７）　調整委員会

（９）　その他
５　雑則

（１）　委任
（２）　条例の見直し
（３）　罰則（守秘義務違反）

（４）　その他

市の手話言語条例等の策
定状況

（８）　地域協議会

特徴・備考

構成

構成

（１）　広域支援相談
員、相談

（３）　合理的配慮、
　　　その他

都道府県の動向

（７）　その他

（１）　差別の禁止

浦安市障がいを理由とする差別の解消の推
進に関する条例

名張市障害のある人もない人も共に暮らし
やすいまちづくり条例

和歌山市障害者差別解消推進条例
松江市障がいのある人もない人も共に住み
よいまちづくり条例

宝塚市障害者差別解消に関する条例

平成28年4月1日 平成28年4月1日
平成28年4月1日
（一部規定は、同年７月１日から施行）

平成28年10月1日
平成29年1月1日
（一部規定は、同年7月1日から施行）

有り なし なし 有り 有り

目的① 目的① 目的① 目的① 目的①
定義② 定義② 定義② 定義② 定義②
基本理念③ 基本理念③ 基本理念③ 基本理念③ 基本理念③
市の責務④ 市の責務④ 市の責務⑤ 市の責務④ 市の責務⑤
市民及び事業者の役割⑤ 市民等の役割⑤ 市民等の役割⑥ 市民等の役割⑤ 市民及び事業者の責務⑥

障がい者差別解消推進計画⑧
取組状況の公表⑨
職員対応要領⑩

市における障がいを理由とする差別の禁止⑥ 差別の禁止⑥ 差別及び虐待の禁止⑥ 差別の禁止④
事業者における障がいを理由とする差別の禁止⑦ 商品の販売及びサービスの提供における差別の禁止⑦

不動産取引における差別の禁止⑧
公共的施設及び公共交通機関の利用における差別の禁止⑨
情報の提供及び受領における差別の禁止⑩
意思の表明の受領における差別の禁止⑪
教育における差別の禁止⑫
労働及び雇用における差別の禁止⑬
医療の提供における差別の禁止⑭
福祉サービス提供における差別の禁止⑮

広報及び啓発⑫ 啓発活動及び交流に関する合理的配慮等⑰ 相互理解の促進⑦ 市民及び事業者への啓発⑦

合理的配慮⑯ (合理的配慮の提供に関する市の責務⑤) 合理的配慮の促進の取組⑧
合理的配慮の評価⑨

生活環境に関する合理的配慮等⑱
防災、防犯等に関する合理的配慮等⑲
雇用・就労に関する合理的配慮等㉑
保健・医療に関する合理的配慮等㉒

教育に関する合理的配慮等⑳

スポーツ・文化芸術活動・レクリエーションに関する合理的配慮等㉔
市による意思疎通支援の実施④

福祉サービスに関する合理的配慮等㉓
職員研修⑧

相談及び紛争の防止等のための体制の整備⑪ 相談㉘ 障害を理由とする差別に関する相談⑦ 相談⑪ 相談⑨

助言又はあっせんの求め⑧ 助言又はあっせんの申立て⑫ 助言又はあっせんの申立て⑩
調査⑨ 調査⑬ 調査⑪
助言又はあっせん⑩ 助言又はあっせん⑭ 助言又はあっせん⑫
勧告⑪ 勧告⑮ 勧告及び公表⑬
公表⑫ 公表⑯ 勧告及び公表⑬
和歌山県障害者差別解消調整員会の設置等⑭ 松江市障がい者差別解消推進委員会の設置⑩ 調整委員会⑭

協議会⑬ 設置㉕ 宝塚市障害者差別解消支援地域協議会⑮
所掌事務㉖
推進協議会の組織等㉗

意見の聴取⑬ 施策の実施状況の確認及び評価⑯

委任㉙ 雑則⑰ 委任⑰
検討(附則2） 検討(附則2） 検討（附則2） 検討（附則2）

罰則⑱

・市と事業者それぞれにおいて障害を理由とする
差別の禁止を規定(⑥・⑦)

・差別の対象となる分野を具体的に規定(⑦～⑮) ・意思疎通支援を明記(④)
・障害を理由とする差別の禁止等についての明
確な規定がない

・「市民等」の定義に市を訪れる者も含めて規定
(②)
・障害者の定義の中に難病も含めていて、難病に
ついても別途定義している(②)
・市が合理的配慮の取組状況を評価する旨と、模
範行為をしたものを表彰する旨について規定(⑨)

・障害者の定義の中に難治性疾患も含めている
(②)
・差別の定義に関連差別も含めている（②）

【千葉県】　※千葉県と浦安市の比較は、別紙参照
・障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(平成19
年4月1日施行)
・障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例施行規則
(平成19年7月1日施行)
・千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例(平成28年6月28日施
行)

【三重県】
現在差別解消条例策定検討中

【和歌山県】
なし

【島根県】
なし

【兵庫県】
・兵庫県障害者差別解消推進要綱(平成28年2月19日施行)

・和歌山市手話言語条例(平成28年4月1日施行)

千葉県浦安市 三重県名張市 兵庫県宝塚市和歌山県和歌山市 島根県松江市

2 / 2 ページ


